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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
制
度
の
改
正

安
定
雇
用
実
現
コ
ー
ス
助
成
金
の
名
称
を
就
職
氷
河
期
世
代
安
定
雇
用
実
現
コ
ー
ス
助
成
金
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、

求
職
者
に
係
る
要
件
に
つ
い
て
年
齢
要
件
等
を
見
直
し
、
い
わ
ゆ
る
非
正
規
雇
用
労
働
者
等
も
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

二

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
金
制
度
の
改
正

一
般
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス
助
成
金
の
安
定
し
た
職
業
に
就
く
こ
と
が
困
難
な
求
職
者
に
係
る
要
件
の
う
ち
、
四
十
五
歳

未
満
か
つ
安
定
し
た
職
業
に
就
い
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
等
に
お
い
て
就
労

に
向
け
た
支
援
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
も
の
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
要
件
に
つ
い
て
、
対
象

年
齢
を
五
十
五
歳
未
満
に
引
き
上
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

人
材
開
発
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正

特
別
育
成
訓
練
コ
ー
ス
助
成
金
の
有
期
実
習
型
訓
練
に
係
る
要
件
に
つ
い
て
、
職
業
訓
練
の
実
施
期
間
の
下
限
を
三
か
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月
か
ら
二
か
月
に
改
め
る
と
と
も
に
、
特
別
育
成
訓
練
コ
ー
ス
助
成
金
の
一
般
職
業
訓
練
の
う
ち
一
部
に
つ
い
て
特
定
一

般
教
育
訓
練
を
活
用
し
た
も
の
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
係
る
認
定
訓
練
助
成
事
業
費
補
助
金
に
関
す
る
暫
定
措
置

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
り
被
災
し
た
認
定
職
業
訓
練
施
設
の
復
旧
に
係
る
施
設
費
及
び
設
備
費
に
つ
い
て
、
都

道
府
県
に
対
す
る
補
助
率
を
二
分
の
一
か
ら
三
分
の
二
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
補
助
対
象
経
費
全
体
に
占
め
る
国
の

負
担
割
合
の
上
限
を
三
分
の
一
か
ら
二
分
の
一
に
引
き
上
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。


